
 

転 回 広 場 の 形 状           
別 図 

（１） 中間に設けるもの 
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道路中心線
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６Ｍ 道路中心線 ２Ｍ 

２Ｍ 

２Ｍ 道路中心線 

２Ｍ 

道路中心線 

道路中心線 



（２）終端に設けるもの 

  （イ）                 （ロ） 

     ３５Ｍ以内                     ３５Ｍ以内 

 

              道路中心線 

       ２Ｍ    

                         
道路中心線   

     ５Ｍ               
２Ｍ

 
               

２Ｍ            ２Ｍ 

                                            ５Ｍ 

                                     ２Ｍ 

             ５Ｍ     ５Ｍ 

  （ハ） 

                                  ３Ｍ 

      
３５Ｍ以内 

 

 

     
道路中心線 

                               寸法は有効幅とする。 

                                      道路延長 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築基準法施行令第１４４の４第３項の規定に基づく基準の緩和 

 １．緩和対象区域 

   熱海市の宅地造成工事規制区域 

２．緩 和 基 準       

  支線について縦断勾配を１５％までとする。 

２Ｍ 
２Ｍ 

６Ｍ ２Ｍ 

２Ｍ 



 

   解  説 （図 解） 

 

１ 指定道路の構造基準 

（１）幅員、延長 

① 両端接続道路 

         Ｌ          ○延長 Ｌ≦１００Ｍのとき 

                     車道幅員 Ｗ≧４Ｍ 

          Ｗ         ○延長 Ｌ＞１００Ｍのとき 

                     車道幅員 Ｗ≧５Ｍ 

 

 

 

     法第４２条に該当する道路 

 

② 袋路状道路（終端を敷地境とする）     接続道路が幅員６Ｍ未満の 

 （イ）                   袋路状道路の場合 

                                Ｌ２ 

 

                   ６Ｍ>Ｗ≧４Ｍ 

                          Ｌ１    Ｌ１＋Ｌ２≦３５Ｍ 

 

           Ｌ≦３５Ｍ 

         両端接続の道路又は 

         幅員６Ｍ以上の袋路状道路 

    

   （ロ） 

              

            
Ｌ                           

           Ｗ                ○延長 Ｌ≦１００Ｍのとき 

                             車道幅員 Ｗ≧４Ｍ 

                            ○延長 Ｌ＞１００Ｍのとき 

                             車道幅員 Ｗ≧５Ｍ 

  

        両端接続の道路又は 

        幅員６Ｍ以上の袋路状道路 

 

 

公園、広場などの

自動車の転回に

支障のないもの

に接続 
（管理者の承諾 
 が必要） 



   （ハ）延長（Ｌ）が３５Ｍを超える場合 

               Ｌ≦７０Ｍ 

             建設省告示 1837 号（指定基準第３）に 

             適合する転回広場の設置 

 

 

                                       ６Ｍ＞Ｗ≧４Ｍ 

 

               Ｌ１≦３５Ｍ     Ｌ２≦３５Ｍ 

 

           

          両端接続の道路又は幅員６Ｍ以上の袋路状道路 

 

   （ニ） 

   

   

 

 
                               Ｗ≧６Ｍ 

 

 

 
                Ｌ=任意             

 

         

         法第４２条に該当する道路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

③ 既存袋路状道路（法第４２条に該当する道路）の延長 

   延長は原則６Ｍ以上の道路によるものとする。 

   既存袋路状道路が法第４２条第２項の道路の場合は別途協議のこと。 

（イ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ロ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ハ） 

 

 

  

 

 

 

 

 

（ニ）６Ｍ未満の既存袋路状道路をその幅員で延長する場合 

 

 

 

 

 

 

指定道路延長Ｌ（任意） 

Ｗ≧6Ｍ 

道路中心線を一致させる 

法第 42 条に該当する道路 

既存袋路状道路 6Ｍ 

6Ｍ 

2Ｍ 

隅切 

指定道路延長Ｌ（任意） 

Ｗ≧6Ｍ 

片側の道路境界線 

線を一致させる。 

両端接続の道路又は幅員 6M 以上の袋路状道路 

既存袋路状道路 4Ｍ 

延長Ｌ≦35Ｍ 

両端接続の道路又は幅員 6M 以上の袋路状道路 

延長Ｌ≦35Ｍ 

6M 未満の既存袋路状道路 

転回広場 
延長Ｌ≦35Ｍ 延長Ｌ≦35Ｍ 

両端接続の道路又は幅員 6M 以上の袋路状道路 

6M 未満の既存袋路状道路 

転回広場 

1Ｍ 

両端接続の道路又は幅員 6M 以上の袋路状道路 

隅切 

Ｗ≧6Ｍ 

道路中心線を一致させる 

指定道路延長Ｌ（任意） 

3Ｍ 

既存袋路状道路 4Ｍ 

延長Ｌ≦35Ｍ 

延長Ｌ≦35Ｍ 



（２）隅切 

  ① 標準 

 

 

 

 

 

 

 

  ② 法第４２条第２項の道路に接続する場合 

  （イ）一般的な場合              （ロ）河川、がけ等に接する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（ハ） 開発区域との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路後退線 

2M 

2M 

（二等辺三角形） 

3M 

2M 

隅切 

θ≧120° 

θ＜60° 

隅切不要 

4M 

2M 
2M 

2M 

2M 

2M 

２

項

道

路 

２

項

道

路 

道路後退線 

指定道路延長 L 指定道路延長 L 

幅員 W 
幅員 W 

２

項

道

路 

2M 

4M 

幅員 W 

2M 

2M 

道路後退部分は分筆し地目を公衆用道路とし、原則舗装する 

指定道路延長 L 

宅地 宅地 

宅地 宅地 

道路後退線 



 

 ③ 水路を挟んで接続する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 歩道を挟んで接続する場合 

 （イ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （ロ）道路管理者と協議により、特定行政庁が周囲の判断によりやむを得ないと認め、 

    隅切を設ける必要がない場合 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

幅員 2M 以下の歩道 

１ 

項 

道 

路 

指定道路延長 L 

歩道部を含み隅切形状を 2M×2M とできるかは、道路管理者と協議 

2M 

2M 

4M 

幅員 W 

１ 

項 

道 

路 

指定道路延長 L 

幅員 2M を超える歩道 

隅切形状は道路管理者と協議 

4M 

幅員 W 

指定道路延長 L 

水路等 

幅員 W 

１ 

項 

道 

路 

2M 

2M 

4M 

河川占用許可（占用部分の形態については河川管理者と協議） 

ガードレール等（必要に応じて） 



 
⑤ 片側隅切にできる場合 

 （イ） 

                 

     ４Ｍ                

                                

                    

 

      １                            幅員Ｗ 

      項                             

      道         ３Ｍ 

       路           

           ５Ｍ      

              

                 指定道路延長Ｌ 

 

 （ロ） 

                       

                     指定道路延長Ｌ 

     ４Ｍ                

      

                    建築物、塀等 

 

      １                           幅員Ｗ 

      項                            

      道 

       路         ３Ｍ 

                

              ５Ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

河 川



 

 

（３） 表面の仕上げ 

  イ 舗 装 

  ロ 砂利敷等ぬかるみとならない構造 

    （小規模なもの。） 

 

（４） 縦断勾配 

① １２％以下かつ階段状でないこと。 

 

                       12 

           100 

② 指定道路は原則として９％以下とする。 

③ ９％以上の部分の安全処置 

イ すべり止め舗装 

ロ 横断側溝（グレーチング）の設置 

ハ ガードレールの設置 

④ 緩衝区間（縦断勾配 2.5／100） 

イ 指定道路が他の道路へ接続する部分 １０Ｍ 

ロ 指定道路が相互に交差する部分    ６Ｍ 

⑤ 曲線部  回転半径が１５Ｍ未満のもの 

縦断勾配２.５％以下 

 

（５） 排水施設 

指定道路及びこれに接する敷地の排水に必要な排水施設は次図の構造と同等以上のもの

とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Ｌ型側溝                 U 型側溝 

         １５０  ３００              １２０ ２４０  １５０ 
                                     

指定道路 

                  １２０ 

  ２００                      ２００ 

   

  １５０                      １００ 

                            １５０ 

 

                                  ２００ 

 

 

 

  Ｌ型側溝（コンクリート２次製品）     U 型側溝（コンクリート２次製品） 

    鉄筋コンクリートＬ型 250Ｂ、      鉄筋コンクリート U 型（240 以上） 

    300、350 のみとする。                １００ 

                                   
指定道路 

 

                                   現場打 

  １５０                                        コンクリート 

                    １５０ 

   

                                １５０ 

 

 

  Ｕ型側溝（コンクリート２次製品）               

   道路用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＵ型側溝（ＰＵ３型）                                                        

   道路用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＵ型側溝蓋（ＰＣ４型） 
              

指定道路 

                     

        ＰＣ４型 

             ＰＵ３型 

 
               

 

                  １５０ 

 



 

２ 道路幅員のとり方 

（１） 

                 車道幅員 

 

 

 

 

            指定する道路幅員 

 

（２） 

              車道幅員 

 

 

 

 

            指定する道路幅員 

 

（３） 

             車道幅員 

 

     

    
                               

     
暗渠

                       内法寸法が 

                             
50 ㎝以上のもの

  

           
指定する道路幅員           

 

（４）              

       路肩       車道幅員          歩道 

             

            

              

                 

          
              

指定する道路幅員 

 

 

（５）   ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ等          車道幅員 

        

        

        

       

       
                 

指定する道路幅員 

 

 

     （注）指定した道路幅員内は建築基準法第４４条の建築制限を受ける。 



３ 流量計算 

  流量計算及び排水施設の断面算定は下記の公式によるものとする。 

イ 流量計算 
   

Ｑ＝
 

１ 
 Ｃ・Ｉ・Ａ 

     
３６０  

      Ｑ：雨水流出量（ｍ3／sec） 

      Ｃ：流出係数 （０.９） 

             Ｉ：降雨強度 （㎜／ｈ：下表による） 

東部（富士郡、富士宮市及び富士市以東） １０４ 

中部（東部及び西部以外の地域） １２２ 

降 雨 強 度 

 

５０年確率短時間 

西部（磐田郡、周智郡、掛川市及び小笠郡以西） １１７ 

      A：排水面積 （ha） 

 

ロ 断面算定 

   クッターの公式          マニングの公式                            
 

    Ｖ＝  
Ｎ・Ｒ

          Ｖ＝ 
１

・Ｒ
２/３

・I
１/２ 

       
√Ｒ＋Ｄ

             
ｎ

 
    Ｑ＝ Ａ・Ｖ           Ｑ＝ Ａ・Ｖ 

       Ｖ：流  速（ｍ／sec）      Ｎ：（２３＋１/ｎ＋０.００１５５/I）・√I 

       ｎ：粗度係数=0.０１３        Ｄ：（２３＋０.００１５５/I）・ｎ 

          I：勾配（分数又は小数）     Ｒ：径深= 
Ａ 

                           Ａ：流水の断面積（㎡） 

                           Ｐ：流水の周辺長（ｍ） 

Ｐ 


